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令和 ７ 年１０月 １ 日 

〇規則 

小田原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

小田原市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 

小田原市自転車競走実施規則の一部を改正する規則 

小田原市助産の実施及び母子保護の実施に係る費用の徴収に関する規則の一部を改正

する規則 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正

する規則 
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小田原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

 ［改正理由］ 

   国家公務員における育児部分休業制度の拡充に係る改正を踏まえ、本市職員にお

ける当該制度の取扱い等について所要の措置を講ずるため改正する。 

［内  容］ 

１ 介護休暇等により勤務日における勤務時間の一部を勤務しない職員に係る年次

休暇の使用単位時間の変更（第１２条関係） 

介護休暇若しくは介護時間の承認又は育児のための部分休業の承認を受けて勤

務日における勤務時間の一部を勤務しない職員が、当該承認に係る勤務しない時

間を除く全ての勤務時間に年次休暇を使用しようとする場合には、１５分を単位

として年次休暇を使用することができることとする。 

  ２ １時間を単位とする介護休暇及び介護時間を取得することができる時間の範囲

の変更（第１５条及び第１６条関係） 

 １時間を単位とする介護休暇及び介護時間を取得することができる時間の範囲

を次のように変更することとする。 

区  分 改  正  後 改  正  前 

１時間を単位と

する介護休暇 

１日を通じ４時間を超えない

範囲内の時間 

１日を通じ、始業の時刻から

連続し、又は終業の時刻まで

連続した４時間を超えない範

囲内の時間 

介護時間 １日を通じ２時間を超えない

範囲内の時間 

１日を通じ、始業の時刻から

連続し、又は終業の時刻まで

連続した２時間を超えない範

囲内の時間 

    ３ ３歳に満たない子を養育する職員に対する育児に係る両立支援制度に関する情

報提供及び意向確認の措置の実施期間（第１８条関係） 

 ３歳に満たない子を養育する職員に対し育児に係る両立支援制度に関する情報

提供及び意向確認の措置を講ずる期間は、当該職員の子が１歳１１か月に達する

日の翌々日から２歳１１か月に達する日の翌日までの１年間とすることとする。 
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  ４ その他 

    規定を整備することとする。 

［適  用］ 

   公布の日 

 



小田原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

  令和 ７ 年１０月 １ 日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第３７号 

小田原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

小田原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成元年小田原市規則第２５号）の

一部を次のように改正する。 

第１２条第４項に次の１号を加える。 

(5) 介護休暇若しくは介護時間の承認又は育児休業法第１９条第１項の規定による部

分休業の承認を受けて勤務しない場合であって、かつ、その勤務しないこととする

勤務日の全ての勤務時間のうち当該承認を受けて勤務しない時間を除いた勤務時間

に年次休暇を使用しようとする場合 

第１５条第２項中「、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した」を削る。 

第１６条第２項中「介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時

刻まで連続した２時間（」を削り、「による」の次に「同条第２項第１号に掲げる範囲 

内で請求する」を加え、「については、当該」を「の介護時間については、１日につ 

き」に、「時間）」を「時間」に改める。 

第１８条を第１９条とし、第１７条の次に次の１条を加える。 

（条例第１６条の３第２項の規則で定める期間） 

第１８条 条例第１６条の３第２項の規則で定める期間は、対象職員の子が１歳１１か

月に達する日の翌々日から２歳１１か月に達する日の翌日までの１年間とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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小田原市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 

 ［改正理由］ 

国家公務員における育児部分休業制度の拡充に係る改正を踏まえ、本市職員にお

ける当該制度の取扱いについてこれに準じた措置を講ずる等のため改正する。 

［内  容］ 

 １ 人事発令通知書の交付の特例（第１６条関係） 

   失効し、又は取り消される育児短時間勤務の１週間当たりの勤務時間及び承認

に係る期間の末日が、引き続いて承認される育児短時間勤務の１週間当たりの勤

務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、人事発令通知書に代わる文

書の交付等により人事発令通知書の交付に代えることができることとする。 

２ 部分休業を請求することができる非常勤職員の範囲の拡大（第１８条関係） 

   非常勤職員は、１日につき定められた勤務時間が６時間１５分以上である勤務

日の有無にかかわらず、部分休業の請求をすることができることとする。 

３ その他 

    規定を整備することとする。 

［適  用］ 

   公布の日 

 



小田原市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 ７ 年１０月 １ 日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第３８号 

小田原市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 

小田原市職員の育児休業等に関する規則（平成４年小田原市規則第３２号）の一部を

次のように改正する。 

第１６条各号列記以外の部分に次のただし書を加える。 

ただし、第１号及び第３号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児

短時間勤務の１週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日（当該育児短時間勤

務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日）が、引き続いて承認さ

れる育児短時間勤務の１週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあ

っては、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知

書の交付に代えることができる。 

第１８条中「であって、１日につき定められた勤務時間が６時間１５分以上である勤

務日があるもの」を削る。 

第１９条の見出しを「（部分休業の承認の請求等の手続）」に改め、同条第１項を次

のように改める。 

部分休業の承認の請求、育児休業法第１９条第２項の規定による申出及び同条第３

項の規定による変更（以下この条において「請求等」という。）は、部分休業請求書

により行うものとする。ただし、庶務事務システム（職員の人事、給与等に係る事務

の処理を行う電子情報処理組織をいう。）により請求等を行うことができる場合は、

当該システムの処理をもってこれに代えることができる。 

第１９条第２項中「部分休業の承認の請求」を「請求等」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 



 

小田原市自転車競走実施規則の一部を改正する規則 

 ［改正理由］ 

小田原競輪場の入場者から徴収する普通入場料の額を改定するため改正する。 

 ［内  容］ 

  １ 普通入場料の額の改定（第６３条関係） 

普通入場料の額は、０円（現行は、１人につき１００円）とすることとする。 

２ その他 

    規定を整備することとする。 

 ［適  用］ 

   公布の日 



小田原市自転車競走実施規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 ７ 年１０月 １ 日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第３９号 

小田原市自転車競走実施規則の一部を改正する規則 

小田原市自転車競走実施規則（昭和３７年小田原市規則第３８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６３条第１項第１号中「１人につき１００円」を「０円」に改め、同条中第３項を

削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



 

小田原市助産の実施及び母子保護の実施に係る費用の徴収に関する規則の一部を改正す

る規則 

 ［改正理由］ 

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う

所要の整備を行うため改正する。 

 ［内  容］ 

  １ 在宅障害者又は在宅障害児の定義の整備（別表第１関係） 

    障害福祉サービスとして就労選択支援を利用している者は、市町村民税非課税

世帯に対する助産の実施又は母子保護の実施に係る徴収金の判定基準の特例にお

ける在宅障害者又は在宅障害児に含めないこととする。 

  ２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴

う規定の整備（別表第１関係） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の条項に移動が

生じたことに伴い、当該移動が生じた条項を引用する規定を整備することとする。 

 ［適  用］ 

   公布の日 



小田原市助産の実施及び母子保護の実施に係る費用の徴収に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

  令和 ７ 年１０月 １ 日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第４０号 

小田原市助産の実施及び母子保護の実施に係る費用の徴収に関する規則の一 

部を改正する規則 

小田原市助産の実施及び母子保護の実施に係る費用の徴収に関する規則（平成３１年

小田原市規則第３９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１備考５(3)中「第１４項」を「第１５項」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正す

る規則 

 ［改正理由］ 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が一部改正され、

障害福祉サービスとして就労選択支援が創設されたことに伴う所要の整備を行うた

め改正する。 

 ［内  容］ 

障害福祉サービス費等支給（変更）申請書の様式について、サービスの種類に就

労選択支援の区分を追加することとする。（様式第１号関係） 

 ［適  用］ 

   公布の日 



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

  令和 ７ 年１０月 １ 日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第４１号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一 

部を改正する規則 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成１８年

小田原市規則第９号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号（表）中 

「 
□ 同 行 援 護  

」 

を 
□ 行 動 援 護  

□ 短 期 入 所 

□ 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 

 
「 

□ 同 行 援 護 □ 就 労 選 択 支 援 

」 

に改 
□ 行 動 援 護  

□ 短 期 入 所 

□ 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 

める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


